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５ 相 続 税

統計表を見る方のために

１ 利用上の注意

この章は、平成１２年中に相続又は遺贈により財産を取得した者（同一被相続人から財産を取得した者全員の差引税

額がない場合は除く。）について、平成１３年１０月３１日までの申告又は処理による課税事績を示したものである。

なお、一部について、平成１１年以前に相続又は遺贈により財産を取得した者についての申告又は処理による課税事

績について調査している。

２ 用語の説明

この章における用語の意義は、次のとおりである。

� 加算贈与財産価額 相続人に相続開始前３年以内に被相続人から贈与された財産がある場合、相続税の課税価

格に加算されるその贈与された財産の価額をいう。

� ２割加算額 相続人の中に被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者がいる場合、その相続人の相続

税額に加算されるその相続税額の２０％に相当する金額をいう。

� 納 税 猶 予 相続人が農地等を相続して継続して農業を営む場合には、相続税額から農業投資価格に基

づき計算された相続税額を差引いた残額が、２０年間納税が猶予される。

３ 相続税の税率等（平成１２年分）

（使用方法） 法定相続分に応ずる取得金額×率―控除額＝相続税の総額の基となる税額

４ 相続税の主な諸控除

� 税 額 控 除 相続税額から控除される金額で次の種類がある。

イ 贈 与 税 額 控 除 加算贈与財産価額がある場合、その贈与を受けた財産に対し課税された贈与税の金額

が相続税額から控除される。

ロ 配偶者の税額軽減 配偶者の租税負担を軽減するためのもので、課税価格の合計額の配偶者の法定相続分

相当額（その金額より１億６，０００万円の方が大きい場合は１億６，０００万円）と配偶者の課

税価格（実際取得額）とのうち、いずれか少ない金額に対応する税額が、配偶者の相続

税額から控除される。

ただし、この軽減の対象となる財産には、相続税の納税義務者により仮装または隠ぺ

いされていた財産は含まれない。

ハ 未 成 年 者 控 除 未成年者の租税負担を軽減するためのもので、相続人が満２０歳未満の法定相続人であ

る場合に、その相続人が満２０歳になるまでの年数１年につき６万円の割で計算した金額

が相続税額から控除される。

ニ 障 害 者 控 除 障害者の租税負担を軽減するためのもので、相続人が障害者でかつ法定相続人である

場合に、その障害者が７０歳になるまでの年数１年につき６万円（特別障害者の場合には

１２万円）の割で計算した金額が、相続税額から控除される。

ホ 相 次 相 続 控 除 被相続人が、今回の相続開始前１０年以内に開始した相続により相続税を納付している

場合に、前回算出された相続税額に一定の割合を乗じて算出された金額が、相続税額か

ら控除される。

� 遺産に係る基礎控除 ５，０００万円と１，０００万円に法定相続人数を乗じて算出した金額との合計額が控除される。

法定相続分に応

ずる取得金額

８００万円

以下

１，６００万円

以下

３，０００万円

以下

５，０００万円

以下

１億円

以下

２億円

以下

４億円

以下

２０億円

以下

２０億円

超

率
％

１０

％

１５

％

２０

％

２５

％

３０

％

４０

％

５０

％

６０

％

７０

控 除 額
万円

―

万円

４０

万円

１２０

万円

２７０

万円

５２０

万円

１，５２０

万円

３，５２０

万円

７，５２０

万円

２７，５２０
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５－１ 課 税 状 況

� 課税状況

� 加 算 税

調査対象等：「�申告及び処理の状況」と同じである。

調査対象等：平成１２年中に相続又は遺贈に

より財産を取得した者について、

平成１３年１０月３１日までの間の申

告又は処理（更正、決定等）に

よる課税事績を「申告書、決議

書等」に基づいて作成した。

（注）１ 「遺産に係る基礎控除額」欄

の人員は被相続人の数である。

２ 「相続人の数」欄の「実」は

実人員を示す。

区 分 相続人の数 金 額

人 千円

取 得 財 産 価 額 ４，８８５ ４０１，４５８，４１７

債 務 控 除 額 ２，３２０ ２９，９８４，８８３

加 算 贈 与 財 産 価 額 ３４７ １，１７８，２９１

課 税 価 格 ４，８９２ ３７２，６４９，６４４

相
続
税
額

算 出 税 額 ４，６７５ ６５，５４２，８６０

２ 割 加 算 額 １９０ １４７，５５４

計 実 ４，６７５ ６５，６９０，４１４

税

額

控

除

等

贈 与 税 １５０ ６８，９６４

配 偶 者 ９０４ ２１，７７７，８２８

未 成 年 者 １１０ ３０，０７４

障 害 者 １１０ ６９，７３０

相 次 相 続 １８８ ７２８，６１１

外 国 税 額 － －

計 実 １，３３８ ２２，６７５，２０７

差 引 税 額 実 ４，０２７ ４３，０２８，６５２

納 税 猶 予 額 ３６１ ８，４９４，８５２

納 付 税 額 実 ３，９４２ ３４，５３３，８００

災害減免法による免除税額 － －

遺産に係る基礎控除額 １，６９５ １４３，６４０，０００

区 分
過少申告加算税 無 申 告 加 算 税 重 加 算 税

相続人の数 金 額 相続人の数 金 額 相続人の数 金 額

人 千円 人 千円 人 千円

本 年 分 １３ ３，５４４ ６３ ８，５７９ － －

過 年 分 １，０６０ ２０１，２４６ ８９ ２４，７３５ １４１ １３２，２２９

合 計 １，０７３ ２０４，７８９ １５２ ３３，３１３ １４１ １３２，２２９
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� 課税状況の累年比較

� 申告及び処理の状況

（注）この表は、「�課税状況」を累年比較したものである。

調査対象等：「本年分」は平成１２年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成１３年１０月３１日までの申告

又は処理（更正、決定等）による課税事績を、「申告書、決議書等」に基づいて作成した。

「過年分」は、平成１１年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成１２年１１月１日から平成

１３年６月３０日までの間の申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を、平成１０年以前に相続又は遺贈に

より財産を取得した者について、平成１２年７月１日から平成１３年６月３０日までの間の申告又は処理（更正、

決定等）による課税事績を、「申告書、決議書等」に基づいて作成した。

年 分
課 税 価 格

相 続 税 額 税額控除額
納 付 税 額 被相続人

の 数人 員 金 額 人 員 金 額

人 千円 千円 千円 人 千円 人

平成８年分 ４，３２０ ３３９，９４６，８５９ ６０，６３８，４２３ ２０，５２４，６３４ ３，５９１ ３１，３５３，１７９ １，４２３

９ ４，２４７ ３０９，０３６，５７７ ４６，７４０，０５５ １１，９５６，０６９ ３，５５１ ２６，６２０，０２９ １，４７３

１０ ４，８０９ ３３５，３７４，０５０ ５２，０００，０９８ １５，５０１，８６３ ４，０５８ ２５，６５９，１０３ １，５６４

１１ ４，４９３ ３２９，０５６，９６８ ４９，９０５，３７８ １４，９３６，１００ ３，６００ ２６，５５０，１６８ １，５９０

１２ ４，８９２ ３７２，６４９，６４４ ６５，６９０，４１４ ２２，６７５，２０７ ３，９４２ ３４，５３３，８００ １，６９５

区 分
課 税 価 格 納 付 税 額

被相続人の数
相続人の数 金 額 相続人の数 金 額

人 千円 人 千円 人

本

年

分

申 告 額 ４，８９０ ３７２，２０６，０９８ ３，９３６ ３４，４８４，６１８ １，６９５

修正申告による増差額 ７５ ７７４，４４３ １３５ １１４，８７０ ５４

更正による増差額 － － － － －

更正等による減差額 ２７ △ ３３０，８９７ ４７ △ ６５，６８８ ２０

決 定 額 － － － － －

計 実 ４，８９２ ３７２，６４９，６４４ 実 ３，９４２ ３４，５３３，８００ 実 １，６９５

過

年

分

申 告 額 １１０ ４，５１７，３５９ ８８ ２３１，６３２ ４９

修正申告による増差額 ９８４ １２，７４８，４７３ １，４３７ ２，２９３，２２４ ５２６

更正による増差額 ４ ５８５，１４４ ５ ３４８，８７７ ２

更正等による減差額 １６８ △ ２，２９７，８６３ １９６ △ ５２５，１３９ １００

決 定 額 － － － － －

計 実 １１２ １５，５５３，１１３ 実 ２０５ ２，３４８，５９３ 実 ４９

合

計

申 告 額 ５，０００ ３７６，７２３，４５７ ４，０２４ ３４，７１６，２５０ １，７４４

修正申告による増差額 １，０５９ １３，５２２，９１６ １，５７２ ２，４０８，０９４ ５８０

更正による増差額 ４ ５８５，１４４ ５ ３４８，８７７ ２

更正等による減差額 １９５ △ ２，６２８，７６０ ２４３ △ ５９０，８２７ １２０

決 定 額 － － － － －

計 実 ５，００４ ３８８，２０２，７５７ 実 ４，１４７ ３６，８８２，３９３ 実 １，７４４
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 税務署別課税状況

（注）この表は、「�課税状況」を税務署別に示したものである。

署 名
課 税 価 格 納 付 税 額

被相続人の数
人 員 金 額 人 員 金 額

人 千円 人 千円 人

徳

島

県

徳 島 ５０５ ４５，１４０，５７２ ４０９ ４，３５９，５１７ １７６

鳴 門 ２００ ３８，３７４，１９５ １５９ ７，８８９，１３３ ８１

阿 南 １１１ ６，０８２，５２６ ９２ ２８０，９５０ ３８

川 島 ６２ ３，７７０，４７１ ４７ ２１５，７７９ ２１

脇 町 ２２ １，６３５，９５９ ２１ １１９，０６４ ８

池 田 ２４ １，１５６，５８１ １５ ５６，０３６ ８

計 ９２４ ９６，１６０，３０４ ７４３ １２，９２０，４８０ ３３２

香

川

県

高 松 ８０５ ５７，９９４，８９７ ６８２ ５，２２７，９６０ ２６６

丸 亀 ２７８ １６，９０５，０６４ ２０５ ８０４，１５５ １１５

坂 出 ２０３ １２，３２１，９３０ １６３ ６４６，０７９ ７３

観 音 寺 １０４ ５，８２４，１９７ ８３ ２０５，５３１ ４０

長 尾 ６１ ５，０５２，０７４ ４７ ４１６，０８８ ２４

土 庄 １８ １，１８１，４９７ １４ ７１，１５４ ６

計 １，４６９ ９９，２７９，６５９ １，１９４ ７，３７０，９６６ ５２４

愛

媛

県

松 山 １，０６７ ６９，２８５，７２８ ８３３ ４，４４９，６１０ ３５１

今 治 ２８１ １７，５６４，２５２ ２２７ １，１８６，６１５ ８７

宇 和 島 ５０ ３，４２３，４３９ ３９ ２０７，９５０ １８

八 幡 浜 ５０ ３，３５８，１２９ ４４ ２９９，６１４ １７

新 居 浜 １６２ １２，１１３，４３６ １０７ １，４００，８３３ ５４

伊予西条 １１７ ９，４７８，４９９ １０３ ７９８，６３９ ４３

大 洲 ６１ ５，２７４，４６３ ５３ ５６０，３１１ ２２

伊予三島 １１８ ７，４４２，１１０ １１０ ５６３，６００ ３５

計 １，９０６ １２７，９４０，０５６ １，５１６ ９，４６７，１７１ ６２７

高

知

県

高 知 ３３８ ２８，７５４，８４７ ２８３ ２，８４９，９６８ １１８

安 芸 ３３ ２，５５３，６６９ ３０ ２７６，３５６ １２

南 国 １３４ １１，７１０，４３８ １１１ １，２３６，３４３ ５０

須 崎 ３１ １，９２１，８７６ ２０ １５３，４０２ １３

中 村 ３１ １，９２０，３６９ ２３ １５７，７２１ １０

伊 野 ２６ ２，４０８，４２６ ２２ １０１，３９４ ９

計 ５９３ ４９，２６９，６２５ ４８９ ４，７７５，１８３ ２１２

全 管 計 ４，８９２ ３７２，６４９，６４４ ３，９４２ ３４，５３３，８００ １，６９５
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５－２ 相続財産価格階級別

� 人員、課税価格、税額

� 法定相続人員別被相続人の数

調査対象等：平成１２年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成１３年１０月３１日までに提出された「申告

書（修正申告書を除く。）」に基づいて作成した。

（注）この表は、「�人員、課税価格、税額」の「被相続人の数」欄を法定相続人員別に示したものである。

課税価格階級 被相続人の数 課 税 価 格
左のうち加算
贈与財産価額

納 付 税 額 法定相続人数

人 千円 千円 千円 人

１億円以下 ３２９ ２６，９２８，２３２ ３３，３４２ ３１０，３８４ ８２３

１億円 超 ８１０ １１３，５４７，４５９ ５６５，５４７ ４，０１６，３７９ ２，８３８

２億円 〃 ２７３ ６６，０９０，２７３ ３０９，２６１ ４，５６３，３０９ １，０２８

３億円 〃 １９２ ７３，９４６，２７７ ９３，３４４ ７，７９１，７６４ ８０５

５億円 〃 ５４ ３１，６０２，０３２ ９１，０７１ ３，６１７，９０５ ２２４

７億円 〃 ２２ １７，５３３，７０５ ４５，５７６ ２，５７４，２３１ ９９

１０億円 〃 １２ １４，３１８，５０１ ９，２５０ ２，８５８，３０４ ５６

２０億円 〃 ３ ２８，２３９，６１９ ３３，９００ ８，７５２，３４２ １６

合 計 １，６９５ ３７２，２０６，０９８ １，１８１，２９１ ３４，４８４，６１８ ５，８８９

課税価格階級

法 定 相 続 人 員 別 被 相 続 人 数

０人の
も の

１人の
も の

２人の
も の

３人の
も の

４人の
も の

５人の
も の

６人の
も の

７人の
も の

８人の
も の

９人の
も の

１０人の
も の

１０人超
も の

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

１億円以下 － ５１ １１４ １１２ ５２ － － － － － － －

１億円 超 ２ ４５ １３６ ２５７ ２１３ ８５ ４１ ２４ ５ １ １ －

２億円 〃 － ７ ３７ ９６ ７６ ２７ １２ ６ ６ ３ ２ １

３億円 〃 － ２ １９ ５４ ５６ ３１ １４ ７ １ ５ １ ２

５億円 〃 － － ６ １６ １９ ５ ３ ２ １ － １ １

７億円 〃 － － － ６ ６ ６ ３ － － １ － －

１０億円 〃 － － ２ ２ ２ １ ３ １ １ － － －

２０億円 〃 － － － １ － － １ １ － － － －

合 計 ２ １０５ ３１４ ５４４ ４２４ １５５ ７７ ４１ １４ １０ ５ ４

５ 相 続 税
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５－３ 相続財産種類別

調査対象等：平成１２年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成１３年１０月３１日までに提出された「申告

書（修正申告書を除く。）」に基づいて作成した。

財 産 等 の 種 類 被 相 続 人 の 数 取 得 財 産 価 額

人 千円

土

地

田（耕作権及び永小作権を含む。） ８６７ ６６，０７４，８８７

畑（耕作権及び永小作権を含む。） ６８５ １９，０２２，７９８

宅 地 （ 借 地 権 を 含 む。 ） １，６１９ １４１，３０６，０４６

山 林 ４４９ １，２９３，３０７

そ の 他 の 土 地 ３５６ １１，８５６，９５０

計 １，６５７ ２３９，５５３，９８８

家 屋 ・ 構 築 物 １，５０８ １４，８７２，４２３

事
業（
農
業
）用
財
産

機械器具、農耕具、じゅう器、備品 ２７２ ５５３，９８４

商品、製品、半製品、原材料、農産物等 ６４ ５４５，０８１

売 掛 金 ４６ ７０８，８８９

そ の 他 の 財 産 １０６ ４６７，７２７

計 ３５６ ２，２７５，６８３

有

価

証

券

特 定 同 族 会 社 の 株 式 及 び 出 資 ３３１ １３，０１５，７９７

同 上 以 外 の 株 式 及 び 出 資 ９７５ １０，６９７，５７７

公 債 及 び 社 債 ２２２ ３，０６２，３８８

投 資 ・ 貸 付 信 託 受 益 証 券 ２３２ ４，３７９，２０５

計 １，１６２ ３１，１５４，９６８

現 金 、 預 金 等 １，６６６ ５６，７３０，０２４

家 庭 用 財 産 １，２１６ ４８６，４７１

そ
の
他
の
財
産

生 命 保 険 金 等 ３０４ １２，６４８，３２２

退 職 金 及 び 功 労 金 等 １４９ ８，１４８，９６０

立 木 １７１ ５２９，６３８

そ の 他 １，３０１ ３４，６０６，３８７

計 １，３６８ ５５，９３３，３０７

合 計 １，６９５ ４０１，００６，８６３

債 務 １，３１３ ２６，４１０，２０４

葬 式 費 用 １，６５３ ３，５６９，６８１

計 １，６７９ ２９，９７９，８８５

差 引 純 資 産 額 １，６９５ ３７１，０２６，９７８

加 算 贈 与 財 産 価 額 １８４ １，１８１，２９１

課 税 価 格 １，６９５ ３７２，２０６，０９８
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